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目

次

規

則

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

公

告

○
青
森
県
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
策
定
調
査

業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(

エ
ネ
ル
ギ
ー

開
発
振
興
課)

…

�

○
土
地
改
良
区
の
解
散

(

農
村
整
備
課)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
事

務

局)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

(
同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(
同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)
…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

(

同

)

…

�

公
安
委
員
会

○
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

組
織
犯
罪

対

策

課)

…

�

雑

報

○
平
成
十
九
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外
の

事
業
の
決
算
の
要
領
及
び
平
成
二
十
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設

事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
一
件
の
要
領

(

新
産
業
都
市

建
設
事
業
団)

…

�

規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
四
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
�
中

｢

百
人
一
日
当
た
り
三
万
円｣

を

｢

一
人
一
日
当
た
り
三
百
円｣

に

改
め
、
同
一
の
２
の
	
中

｢

二
百
三
十
四
万
二
千
円｣

を

｢

二
百
三
十
六
万
六
千
円｣

に
改
め
、
同

｢

表
の
三
の
３
の


の
表
中

｢

を

｣

に
改
め
、

｣

｢

同
３
の
	
の
表
中
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平
成
二
十
年

七
月
三
十
日

(

水
曜
日)

第
二
千
九
百
六
十
五
号

二
八
、
四
○
○
円

一
七
、
二
○
○
円

三
六
、
七
○
○
円

二
二
、
一
○
○
円

五
一
、
二
○
○
円

三
二
、
六
○
○
円

六
○
、
一
○
○
円

三
九
、
○
○
○
円

一
○
○
円

○
○
○
円

七
五
、
四
○
○
円

四
九
、
五
○
○
円

一
○
、
三
○
○
円

七
、
二
○
○
円

二
八
、
六
○
○
円

一
七
、
三
○
○
円

三
七
、
○
○
○
円

二
二
、
三
○
○
円

円 円

五
一
、
六
○
○
円

三
二
、
八
○
○
円

六
○
、
五
○
○
円

三
九
、
三
○
○
円

七
五
、
九
○
○
円

四
九
、
八
○
○
円

一
〇
、
四
〇
〇
円

七
、
三
〇
〇
円

九
、
○
○
○
円

五
、
六
○
○
円

一
一
、
九
○
○
円

七
、
五
○
○
円

一
六
、
八
○
○
円

一
一
、
三
○
○
円

一
九
、
九
○
○
円

一
三
、
七
○
○
円



( )
｢

を

｣

に
改
め
、
別
表
第
一
の
六
の
２
中

｢

五
十
万
円｣

を

｣

｢

五
十
一
万
円｣
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
２
中

｢

十
三
万
七
千
円｣

を

｢

十
三
万
七
千
五
百
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
�
中

｢
一
万
七
千
四
百
円｣

を

｢

二
万
二
千
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�

中

｢

薬
剤
師｣

を

｢

薬
剤
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
歯
科
衛

生
士｣

に
、｢

一
万
千
九
百
円｣

を｢
一
万
七
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中｢

及
び
看
護
師｣

を

｢

、
看
護
師
及
び
准
看
護
師｣

に
、

｢
一
万
千
四
百
円｣

を

｢

一
万
九
千
百
円｣

に
改
め
、
同
１

中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

救
急
救
命
士

一
人
一
日
当
た
り

一
万
五
千
八
百
円
以
内

別
表
第
二
の
一
の
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

大
工

一
人
一
日
当
た
り

一
万
五
千
七
百
円
以
内

�

左
官

一
人
一
日
当
た
り

一
万
五
千
九
百
円
以
内

	

と
び
職

一
人
一
日
当
た
り

一
万
四
千
五
百
円
以
内

別
表
第
二
の
一
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

旅
費

�

車
賃

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

二
十
五
円

�

宿
泊
料

一
夜
に
つ
き

九
千
八
百
円

�

旅
行
雑
費

一
日
に
つ
き

千
二
百
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
一
の

三
の
３
の
規
定
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
表
の
一
の
２
の
�
、
六
の
２
及
び
十
一
の
２
の

規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公

告

青
森
県
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
策
定
調
査
業
務
委
託
に
係
る
一
般

競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

作
業
名

青
森
県
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
策
定
調
査
業
務

２

作
業
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
限

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
日

４

入
札
方
法

本
件
に
つ
い
て
は
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
最
も
有
利
な
も
の
を
も
っ
て
申
し
込
み
を
し
た

者
を
落
札
者
と
す
る
総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

三

入
札
者
の
義
務

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
青
森
県
が
交
付
す
る
仕
様
書
に
基
づ
い
て
提
案
書
を
作

成
し
、
こ
れ
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
提
案
書
に
つ

い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
入
札
者
の
作

成
し
た
提
案
書
は
青
森
県
に
お
い
て
審
査
す
る
も
の
と
し
、
採
用
し
得
る
と
判
断
し
た
提
案
書
を

添
付
し
た
入
札
書
の
み
を
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
・
提
案
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
・
提
案
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び

問
い
合
わ
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
振
興

グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
三
七
八

２

入
札
書
・
提
案
書
の
提
出
期
限
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○
円
○
円

二
五
、
二
○
○
円

一
七
、
四
○
○
円

九
、
一
○
○
円

五
、
六
○
○
円

一
二
、
○
○
○
円

七
、
六
○
○
円

一
六
、
九
○
○
円

一
一
、
四
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

一
三
、
八
○
○
円

二
五
、
四
○
○
円

一
七
、
五
○
○
円
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平
成
二
十
年
八
月
十
五
日

午
後
三
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
東
棟
四
階

青
森
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
会
議
室

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

午
前
十
時

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

六

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

七

落
札
者
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
要
求
事
項
の
う
ち
、
必
須
と
し
た

項
目
の
最
低
限
の
要
求
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
提
案
を
し
た
入
札
者
の
中
か
ら
、
総
合
評
価
の

方
法
を
も
っ
て
落
札
者
を
定
め
る
。

八

そ
の
他

１

契
約
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ

と
。

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
内
町
土
地
改
良
区
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会
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( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成20年７月30日 水曜日 第2965号 4

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

国
民
新
党
青
森
県

第
四
選
挙
区
支
部

津
島

恭
一

今

隆
則

弘
前
市
大
字
山
下
町
九

平
成

��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青

森
県
宅
建
支
部

代

表

者

葛
西

重
明

安
田

勝
位

平
成

��･

�･

�

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

む
つ
市
脇
野
沢
本
村

一
七

む
つ
市
脇
野
沢
本
村

三
五

自
由
民
主
党
脇

野
沢
支
部

代

表

者

佐
々
木

隆
徳

能
代

信
吉

��･

�･

�

会
計
責
任
者

蛸
島

達
弥

佐
々
木

隆
徳

自
由
民
主
党
青

森
県
建
設
業
支

部

会
計
責
任
者

神

豊
勝

若
木

吾
朗

��･

�･

�

自
由
民
主
党
東

通
村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
東
通
村
大
字

小
田
野
沢
字
中
道
川

目
一
七
の
二
八

下
北
郡
東
通
村
大
字

小
田
野
沢
字
南
通
二

六

��･

�･

�

代

表

者

渡
部

英
夫

二
本
柳

雄
作

会
計
責
任
者

川
村

隆

渡
部

英
夫

自
由
民
主
党
青

森
県
歯
科
技
工

士
連
盟
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
下
平

井
町
一
四
二

弘
前
市
大
字
文
京
町

八
の
三
一

��･

�･

��

代

表

者

木
村

壽
二

宮
崎

清
蔵

会
計
責
任
者

安
村

好
弘

細
井

テ
ル

会
計
責
任
者

の
職
務
代
行

者

木
村

壽
二

平
澤

洋
子

民
主
党
青
森
県

参
議
院
選
挙
区

第
２
総
支
部

会
計
責
任
者

中
野

美
智

葛
西

敏
一

会
計
責
任
者

の
職
務
代
行

者

矢
田

秀
子

�
谷

真
奈
美

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

青
森
県
不
動
産

政
治
連
盟

代

表

者

葛
西

重
明

安
田

勝
位

平
成

��･

�･

�

山
内
正
孝
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
尻
内
町

字
洞
一
八

八
戸
市
青
葉
一
の
一

八
の
一
六

��･

�･

	

谷
川
政
人
後
援

会

会
計
責
任
者

小
山
内

昭
彦

小
堀

健
一

��･

�･

�

青
森
県
政
治
経

会
計
責
任
者

境
谷

武
美

滝
吉

喜
久
弥

��･

�･

�



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報平成20年７月30日 水曜日 第2965号5

済
研
究
会

平
山
幸
司
後
援

会

会
計
責
任
者

波
多
野

泰
史

葛
西

敏
一

会
計
責
任
者

の
職
務
代
行

者

坂
本

絵
理

佐
々
木

庸
男

��

･

�･

��

ひ
ら
こ
う
ア
オ

モ
リ
の
会

会
計
責
任
者

中
野

美
智

葛
西

敏
一

会
計
責
任
者

の
職
務
代
行

者

矢
田

秀
子

�
谷

真
奈
美

��･

�･

��

大
島
理
森
階
上

町
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
大
字

平
内
字
平
内
一
七

三
戸
郡
階
上
町
大
字

道
仏
字
外
窪
一
六

代

表

者

大
前

典
男

大
下

義
雄

��･

�･

��

青
森
県
歯
科
技

工
士
連
盟

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
下
平

井
町
一
四
二

弘
前
市
大
字
文
京
町

八
の
三
一

��･

�･

��

代

表

者

木
村

壽
二

宮
崎

清
蔵

会
計
責
任
者

安
村

好
弘

平
澤

一
正

会
計
責
任
者

の
職
務
代
行

者

木
村

壽
二

吉
崎

千
城

松
田
勝
後
援
会

会
計
責
任
者

猪
股

俊
英

清
川

百
合
子

��･
�･

��

青
森
県
獣
医
師

政
治
連
盟

代

表

者

山
田

弘
治

武
田

金
之
助

��･

�･
�	

佐
藤
洋
治
後
援

会

代

表

者

木
村

重
敏

山
口

秀
一

��･

�･

�


宮
下
順
一
郎
後

援
会

会
計
責
任
者

齊
藤

實

宮
下

淑
子

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

兼
平
清
後
援
会

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

�

吉
田
豊
後
援
会

(

代
表
者

山
田
榮
次
郎)

��･

�･

	

��･

�･

�

豊
智
会

��･

�･

	

��･

�･

�

川
端
澄
男
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

��

加
藤
達
後
援
会

��･


･

	�

��･

�･

��

工
藤
豊
秀
後
援
会

��･

	･

	�

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(
公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

平
山

幸
司

(

参
議
院
議
員)
ひ
ら
こ
う
ア

オ
モ
リ
の
会

会
計
責
任

者

中
野

美
智

葛
西

敏
一

会
計
責
任

者
の
職
務

代
行
者

矢
田

秀
子

�
谷

真
奈
美

平
成

��･

�･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公

安

委

員

会

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会

の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

八

右

衛

門

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委

員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会

の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則

(

平
成
四
年
二
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

又
は
第
三
十
条｣

を

｢

、
第
三
十
条
又
は
第
三
十
条
の
三｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
三
号

平
成
二
十
年
七
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
百
七
十
九
回
定
例
会
の
議
を
経
た

平
成
十
九
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外
の
事
業
の
決
算
の
要
領
及
び
平
成

二
十
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
一
件
の
要

領
を
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
百
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青 森 県 報平成20年７月30日 水曜日 第2965号 6

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

吉
田

豊

(

青
森
県
議
会
議

員)

豊
智
会

吉
田

豊

上
北
郡
東
北
町
旭
南
三

の
四
七
一
の
二

平
成

��･

�･

�



( ) 青 森 県 報平成20年７月30日 水曜日 第2965号7
平
成
19年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
分
担
金
及
び

負
担

金
���������

���������
���������

�
�

�

�
�

	



���������
���������

���������
�

�
�

２
財
産
収
入

�������
������

������
�

�
��

�
�
�
�
�
�
�

�
������

������
������

�
�

��

３
繰

入
金

���������
���������

���������
�

�
�

�
�

�



���������
���������

���������
�

�
�

４
繰

越
金

����������
����������

����������
�

�
��

�
�

�



����������
����������

� ���������
�

�
��

５
諸

収
入

����������
���������

���������
�

�
�����

�
�


�
�

�����
������

������
�

�
������

�
�
�
�
 
�
�

�
���������

����������
����������

�
�

�

!
"

�
�

�����
�����

�
�

�����

歳
入

合
計

����������
�������	��

�������	��
�

�
	
�	��

円
円

円
円

円
円



( )青 森 県 報平成20年７月30日 水曜日 第2965号 8
歳

出款
項

予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
団
費

����������
�����	�
	�

�
�
��

�����

���

�����

１
事
業
団
運
営
費

����������
�����	�
	�

�
�
��

�����

���

�����

歳
出

合
計

����������
�����	�
	�

�
� ��

�����

���

�����

円
円

円
円

円

平
成
19年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
事
業
収
入

����������
����������

����������
�

�
�����

１
臨
海
収
入

����������
����	���
	

����	���
	
�

�
���
	

２
市
川
収
入

	��		����
	��		����

	��		����
�

�
���

３
百
石
収
入

�����
����	

����	
�

�

���

歳
入

合
計

����������
����������

����������
�

�
�����

円
円

円
円

円
円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

１
６
,
９
５
７
,
８
３
６
円
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歳
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現
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額

翌
年
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額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
支
出

����������
��������		

�

�����


�����

１
臨
海
事
業
費

���		
����
��������		

�
������

������

２
市
川
事
業
費

���������
���������

�
�

�

３
百
石
事
業
費

�����
�

�
�����

�����

歳
出

合
計

����������
��������		

�

�����


�����

円
円

円
円

円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

９
４
,
５
３
８
円
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平成20年度青森県新産業都市建設事業団

一般管理会計補正予算 (第１号)

平成20年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,261千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,343千

円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入歳出

予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 財 産 収 入 � ��� ���

１ 財産運用収入 � ��� ���

３ 繰 入 金 ����� 	����� �����

１ 繰 入 金 ����� 	����� �����

４ 繰 越 金 � ���
�� ���
��

１ 繰 越 金 � ���
�� ���
��

歳 入 合 計 ������ ����	� �
����

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 団 費 ����� ������ ����

１ 事業団運営費 ����� ������ ����

歳 出 合 計 ������ ����	� �
����

千円 千円 千円
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平成20年度青森県新産業都市建設事業団

一般事業会計補正予算 (第１号)

平成20年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,591千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,304千円

とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳出予

算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 収 入 ������ ����� ����	


１ 臨 海 収 入 ����
� ����� �
����

２ 市 川 収 入 ��	�� 	 ��	��

３ 百 石 収 入 � 	 �

歳 入 合 計 ������ ����� ����	


千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 支 出 ������ ����� ����	


１ 臨海事業費 ����
� ����� �
����

２ 市川事業費 ��	�� 	 ��	��

３ 百石事業費 � 	 �

歳 出 合 計 ������ ����� ����	


千円 千円 千円
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